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Ⅰ 基本方針  
 
 

平成２９年度は「介護予防・日常生活支援総合事業」の本格的な実施と

なります。いよいよ地域包括ケアシステムの構築に向けての具体的な取り

組みの中で、社協組織の基本理念を基調とした地域住民の主体性、自主性

のあり方についても、一定の方向性とこれに伴う相応の実績が期待される

年になります。  
よって、区社協の立場としては、区内の小地域における前年度等のモデ

ル事業の進捗状況と成果等を検証しつつ、全体への普遍化に向けての手法

について継続して検討していきます。  
 また、これまで区内の８地区社協等の組織が積み上げた「新・福祉のま

ちづくり総合推進事業」や「地域福祉推進委員設置事業」の取り組みにつ

いても、地区社協活動拠点を基軸として必要な支援を継続して実施してい

きます。  
 さらに、見守りに関する情報の一括管理につながる仕組みの重要性に鑑

み、最終的には高齢者に限定しない気がかりな人たちの生活のしづらさが

早期に解決できるような福祉関係者の協力や連携を推し進め、町内会・自

治会単位における交流サロンの開設や住民の手による日常的な生活ニー

ズに即した訪問支援サービスについても試行的に取り組みます。  
 地域で潜在化・多様化している様々で複雑な福祉ニーズへの対応と解決

を目指し、増員・配置される区域サブセンターの相談支援員を介しての区

社協の相談支援担当職員への協力と連携づくりの具体化に取り組みます。 
 地域の中で実際に実現可能な仕組みとして運用できるボランティア活

動事業の枠組みや、これらを担う次世代に必要なマンパワーの中で共有で

きる価値観や「人材の育ちの支援」についても検証していきます。  
 また、区社協としては、「地域福祉活動第６次５か年計画」の最終年度

を迎えるため、過去５か年の総括的振り返りと行政の地域福祉計画につな

がる形での区独自の地域福祉活動第７次３か年計画の策定を関係委員会

や作業部会を立ち上げて取り組みます。  
さらに、社会福祉法の改正の趣旨に寄り添い、社会福祉法人組織として

の区社協に求められる組織的課題や地域貢献の在り方について、具体的な  
事業展開の方向性や方針づくりを模索しつつ、地域福祉関係者が地域内の

社会的、福祉的課題の解決を図るための現実的で具体的な協働体制につい

て考えます。  
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Ⅱ 重点事業 
 
１ たすけあいのまちをつくろう（つながる・たすけあう） 
 
 ⑴ 小地域福祉活動の推進 
 
  ① 新・福祉のまちづくり総合推進事業の推進 

地区社協の事業として「新・福祉のまちづくり総合推進事業」の継続実施と、

高齢者地域支え合い事業や地域高齢者交流サロン、住民主体型生活支援サービ

スの推進に関する様々な手法の導入やきっかけづくりを推進し、また、「介護予

防・日常生活支援総合事業」と関連・組み合わせた活動も進めていきます。 

    ○新介護予防・日常生活支援総合事業への協力「地区社協育成事業」 

 
② 福祉のまちづくりプラン等の策定推進及び策定支援 

地域住民が自分の住む地区・学区等に存在する様々な福祉課題について知り、

計画的にこれらの問題の解決を図るための手法や専門職との連携を具体的にす

る方策としての福祉のまちづくりプラン策定への支援・協力等を行います。 
また、区社協においては、第７次３か年福祉活動計画の策定作業に取り組み

ます。 

○新 安芸区社協第７次３か年計画福祉活動計画策定委員会「法人運営事業」 

   
③ 地域活動の担い手の拡大 

    地域福祉活動を推進する様々な取組みや事業の担い手として期待される人材

を確保のため、事業枠を限定しない中・長期の育成プログラムを開発・実施し、

実践活動の参加者の拡大につなげます。 
 
 ⑵ たすけあう活動の推進と発信(ボランティアセンター活動事業) 
 
  ① 「やさしさ発見プログラム事業」の活用促進 

福祉のこころを育てるという試みの一つとして「体験・発見型プログラム」の 
採用とその多様性を様々に企画・修正・実施し、生徒・学生のみならず、地域組

織や企業向けに福祉のまちづくりを意識したプログラムを考え、提供していきま

す。 
   

② ボランティア入門・養成講座の開催とグループ化 
ボランティア活動のきっかけづくりや活動者を発掘していくプログラムを引

き続き行なうとともに、ボランティア活動者相互のつながりづくりや活動の幅

を拡げていきます。 
 

  ③ 災害ボランティアセンターの体制づくり 
大規模災害の教訓や経験を無にすることなく、関係者が日頃から協働・連携で

きる基本的作業の実践と、｢区災害ボランティアセンター開設シミュレーショ

ン｣の取り組みを行い、発災時の初動活動と支援活動者等の活動の実際について、

安芸地区を範域とした災害時の情報提供等の仕組みを整えます。 
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２ 一人ひとりの暮らしをささえよう（うけとめる・つなぐ） 

 

⑴ 相談援助機能の強化 
生活困窮者の自立に関わる支援相談、心配ごと相談や在宅訪問相談・貸付事業

にかかる相談及び生活困窮に関する相談など多様な相談に対応し、総合的に支援

できるよう、関係機関との連携強化と職員体制の充実を市・区社協ともに連携し

取り組みます。 
 

⑵ 権利擁護の推進 
判断能力の不十分な人が、地域で安心して生活を続けられるように福祉サービ

ス利用援助事業「かけはし」及びその利用者の能力がさらに低下し後見を受ける

立場となっても支援が継続できる法人後見事業「こうけん」を実施している市社

協との協力体制を維持し、地域の皆さまとの協働のもと、事業の普及・啓発に取

り組みます。 

○新 生活支援員養成講座の開催「権利擁護（相談援助事業）」 

  
⑶ 支えあいの輪づくりの支援 

高齢者、障害者や生活のしづらさを感じている世帯が地域で孤立したままの状

態にならないよう、当事者やその家族が、安心してその課題に向き合い、解決し

ていく力を高められるように活動の場や仲間づくり、居場所づくりを支援できる

ネットワークの確立に努めます。 
  
⑷ 新たな仕組みづくりの推進 

地域が抱える生活問題や交通問題等のさまざまな課題について、情報収集を行

い、その課題について先駆的な活動を行っている関係団体等との連携や情報共有

を行うため、地域課題情報収集会議の開催に努めます。 
 
 
３ 活動をすすめる体制を強化します（あつめる・高める） 
 
 ⑴ 組織・財政の強化 
 
  ① 共同募金・地域テーマ募金の情報交換と障がい者福祉施設の自主製品を活用し

た募金活動推進のためのツールの開発について、「地域テーマ募金」や地区社協

事業の活動財源に資するものとして位置付け、先進事例としての活動の情報共有

や活用策を考える場をつくる。 
 
  ② 区社協賛助会費の活用推進 

区民のみなさんからの浄財に相当する賛助会費を地区社協助成事業として継

続します。 
 
 ⑵ 職員体制の整備・強化 
  ① 事務局職員の業務量を勘案し、適正配置に努めるとともに、指定管理施設職員

への社協事業等、福祉分野の研修を実施し資質向上に努めます。 
 

② 指定管理者制度への対応として、指定管理施設が地域の福祉活動の拠点として

考えられるところは、地元地区社協の取り組みとの横断的な連携を考慮し、また

指定管理制度の募集時期となるため公募についても検討、努力していきます。 
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平成２９年度事業実施計画 

 

Ⅰ社会福祉事業 

１ 法人運営事業 

⑴ 法人会議の開催 

① 正副会長会議                年６回 

② 理事会                  年４回 

③ 評議員会                年３回 

④ 監事会              年１回 

⑤ 評議員選任・解任委員会                  年２回 

⑵ 大会・研修会への参加（役員及び職員） 

① 市区町社協役員・評議員研修会(県社協主催) 

② 広島市社会福祉大会（市社協主催） 

③ 広島県社会福祉夏季大学（県社協主催） 

④ 社会福祉協議会全国大会(東京 2 泊 3 日)  

⑤ 全国小地域福祉活動サミット参加(東京 2 泊 3 日) 

⑥ その他の大会・研修会 

⑶ その他の会議等への参加(職員) 

① 市社協会議等への参加 

② 県社協会議等への参加 

③ その他の会議等への参加 

⑷ 企画・広報事業 

 ① 「あきくみんなの福祉」の発刊              年２回 

 ② ホームページの活用 

⑸ 部会・委員会事業 

 ① 福祉施設連絡会議                    年１回 

 ② （新）安芸区社協地域福祉活動第７次３か年計画策定委員会          

⑹ 組織・財政の強化 

 ① 賛助会費の活用・推進 

 ② 寄付金募集のＰＲ活動強化 

⑺ 安芸区地域福祉センターの管理運営 
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２ 地区社協育成事業 

⑴ 地区社協育成事業 

① 助成金の交付 

    ア 地区社協助成金(市補助金、共同募金助成金) 

 イ 新・福祉のまちづくり総合推進事業助成金(共同募金助成金) 

ウ 地区社協活動拠点整備事業助成金(市社協) 

エ 地区社協活動活性化支援助成金(区社協賛助会費) 

② 会議の開催 

ア 地区社協会長・地域福祉推進委員・事務局合同会議の開催 年１回 

イ 地区社協地域福祉推進委員連絡会議の開催        年４回 

⑵ 研修事業 

① 研修会の開催 

ア 地区社協正副会長・地域福祉推進委員・事務局、地区民児協 

正副会長合同研究協議会の開催             年１回 

イ 地区社協役員研修会の開催               年１回 

ウ 地区いきいきサロン担当者研修会の開催         年２回 

  (1 回は、いきいきサロン・ボランティアグループ交流会と兼ねる) 

エ まちづくり総合推進事業研修会の開催                年３回 

オ 新任地区社協会長・地域福祉推進委員研修会への参加（市社協主催） 

カ 地区社協会長・地域福祉推進委員研究協議会への参加（市社協主催） 

キ 地区社協役員等実践講座への参加         （市社協主催） 

⑶ 小地域福祉活動の推進 

① 小地域福祉活動の推進(新・福祉のまちづくり総合推進事業の推進) 

ア 近隣ミニネットワ－クづくり推進事業 

イ 地区ボランティアバンク活動推進事業 

ウ ふれあい・いきいきサロン設置推進事業 

② 福祉のまちづくり第 2 次プラン以降の策定支援       随 時 

③ 地区社協の巡回訪問及び支援               随 時 

   ④ 新たな社会的課題への対応・仕組みづくりの推進      随 時 

   ⑤（新）「介護予防・日常生活支援総合事業」への協力 
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⑷ 地域福祉推進のためのネットワーク会議への参加        

①  安芸区はいかい高齢者ＳＯＳネットワーク会議         年１回 

② 安芸区高齢者虐待防止ネットワーク委員会          年１回 

③ 地域リハビリ専門委員会                  随 時 

④ 地区社協・施設・企業・団体等連絡会の開催        年１回 

 

３ 福祉推進事業 

⑴ 高齢者福祉事業 

① 在宅介護者の集い及び勉強会の開催            年２回 

② 車椅子の無料貸出し                   随 時 

③ レクリエーション器具の貸出し              随  時 

④ 安芸区介護者情報の発行            2,500 部 年２回 

⑵ 障がい児者福祉事業 

① 障がい児者の仲間づくり、交流活動への援助 

ア 「ふれあい運動会」開催援助 

イ 障害青年の集い「フレンドの集い」開催援助 

② 精神障がい者の集い「ゆめ広場」の開催 

ア 開催日   毎月第１～４木曜日 

イ スタッフ会議   偶数月第３木曜日 

④ 自立支援協議会安芸区地域部会への参加          年６回 

⑶ ひとり親福祉事業 

    ・ひとり親家庭の交流会 冬の集い             年１回 

⑷ 児童福祉事業 

① ちびっこ広場の設置・管理 

    ア 運営委員会への助成金の交付（４か所）     １か所 ５千円 

イ 運営委員会連絡会議の開催               年１回 

       ウ 遊具一斉安全点検の調整                年２回 

       エ 遊具の修繕、塗装、砂場の砂補充            年２回 

       オ 新設要望への調整                   随 時 

② 安芸区子育て常設オープンスペース運営協議会への参加     年２回 

③ 子どもの貧困対策の検討 
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４ ボランティアセンター活動事業 

⑴ ボランティアセンター活動事業の推進 

① ボランティアセンター運営委員会の開催          年２回 

② ボランティアコーディネーター活動の推進 

ア ボランティア活動希望者への相談受付 

イ ボランティア支援希望者への相談受付・対応 

ウ 活動希望者への調整 

エ ボランティア（個人、グループ）の活動支援 

オ ボランティアコーディネーター連絡会議、各種研修会への参加 

③ 安芸区ボランティア大学の開催 

・安芸区における様々なボランティア活動を紹介する【地域助け合い編】 

・防災と災害ボランティア活動を紹介する【災害ボランティア活動編】 

④ ボランティアまつりの開催（区民まつりと共催） 

⑤ 広報活動の推進 

ア 「あきくボランティアだより」の発行           年４回 

イ 区社協ホームページの充実と情報発信 

⑥ ボランティアセンターの整備 

ア 福祉情報の収集と提供 

・ ボランティア活動機材整備及び、貸出し 

・ 情報資料室の図書検索等整備・充実 

    イ 災害ボランティアセンターの体制づくり 

・ 「区災害ボランティアセンター開設シミュレーション」(安芸地区)

の実施 

・ 災害ボランティアセンター運営支援者研修への参加(東京 2 泊 3 日) 

・ 災害被災者援助事業への取り組み 

⑦ ボランティアグループ活動への支援 

ア ボランティアグループ連絡会の開催支援        年８回 

イ ボランティア研修会の開催              年２回 

    (1 回は、ボランティア大学公開講座と兼ねる) 

ウ ボランティア交流会の開催支援            年１回 

エ ボランティアグループと当事者との交流会開催支援   年１回 
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オ ボランティアグループの活動支援            随 時 

カ いきいきサロン・ボランティアグループ交流会の開催支援 年１回 

⑧ ボランティア保険、実費弁償の取り扱い 

ア ボランティア活動保険、行事用保険の取り扱い 

イ 福祉サ－ビス総合補償、送迎サービス補償保険の取り扱い 

ウ ボランティア交通費の実費弁償 

   ⑨ 社協ボランティア･市民活動センター担当職員研修セミナーへの参加 

                             (東京 1 泊 2 日) 

   ⑩ その他全国会議・研修への参加 

⑵ 福祉教育推進事業 

① ヤングボランティアスクールの実施 

・障害児者の仲間づくり「ふれあい運動会」・「フレンドのつどい」や 

  地域交流活動におけるボランティア活動 

 ・災害ボランティア活動の紹介 

  (安芸区ボランティア大学【災害ボランティア活動編】を兼ねる) 

② ｢やさしさ発見プログラム事業｣(市社協)への協力 

・小学校・中学校・地区社協・企業等への活用促進  

③ 教職員等指導者向け福祉教育・福祉体験講座の協力 

④ 全国福祉教育推進セミナーへの参加(東京 1 泊 2 日) 

⑤ 福祉体験活動への協力 

ア 福祉体験機材の貸出 

イ 総合的学習等、福祉体験授業への支援 

 

５ 権利擁護（相談援助事業） 

⑴ 相談援助機能の強化 

・日常生活自立支援事業 

ア 心配ごと相談、在宅訪問相談の実施 

イ 専門相談員(弁護士・司法書士等の専門家)の派遣 

ウ トータルコーディネーター活動の推進 

⑵ 生活困窮者自立相談支援事業への協力 

⑶ 権利擁護の推進 
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① 福祉サービス利用援助事業「かけはし」（市社協）への協力 

    ア 基幹的社協への連絡調整並びに協力 

    イ 専門員活動へのサポート 

    ウ 生活支援員活動へのサポート 

    エ 生活支援員連絡会議(区内)の開催 

    オ （新）生活支援員養成講座の開催 

② 成年後見事業(法人後見)「こうけん」（市社協）への協力 

⑷ 緊急一時食料提供事業（市社協）への協力 

 

６ 受託事業 

⑴ 障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業(市社協受託)への協力 

① 利用申込みの受付と利用者・ガイドヘルパー登録者との調整 

② ガイドヘルパーの登録事務、謝礼・交通費の支払い 

③ 障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー研修会(市社協)への協力 

 

７ 貸付事業 

⑴ 貸付事務事業 

① 生活一時・ひとり親家庭等緊急援護資金貸付事業(実施主体：市社協)

の取り扱い 

ア 生活一時資金 

イ ひとり親家庭等緊急援護資金 

② 生活福祉資金貸付事業(実施主体：県社協)の取り扱い 

ア 総合支援資金(生活支援費・住宅入居費・一時生活再建費) 

イ 福祉資金(福祉費・緊急小口資金) 

ウ 教育支援資金(教育支援費・就学支度費) 

エ 不動産担保型生活資金(低所得者向け不動産担保型生活資金) 

⑵ 生活福祉資金調査委員会の開催               再 掲 

⑶ 生活福祉資金借受世帯への償還指導             随 時 

⑷ 生活福祉資金貸付事業担当者研修会への参加（市社協・県社協） 
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８ 公益事業 

１施設管理事業 

⑴ 広島市福祉センターの指定管理 

① 矢野福祉センタ－の指定管理（平成２６年度～平成２９年度） 

② 阿戸福祉センタ－の指定管理（平成２６年度～平成２９年度） 

③ 畑賀福祉センタ－の指定管理（平成２６年度～平成２９年度） 

⑵ 広島市老人いこいの家の指定管理 

① 矢野老人いこいの家の指定管理（平成２６年度～平成２９年度） 

② 船越老人いこいの家の指定管理（平成２６年度～平成２９年度） 

 

９ その他の事業 

⑴ 表彰事業 

⑵ 各種財団助成事業の取り扱い 

⑶ 実習生の受入れ 

⑷ 共同募金会安芸区分会への協力 

  ⑸ その他 

 

―  10  ―



―  11  ―



―  12  ―



―  13  ―



―  14  ―



―  15  ―



―  16  ―



―  17  ―



―  18  ―



―  19  ―



―  20  ―



―  21  ―



―  22  ―



―  23  ―



―  24  ―



―  25  ―



―  26  ―



―  27  ―



―  28  ―



―  29  ―



―  30  ―



―  31  ―



―  32  ―



―  33  ―



―  34  ―



―  35  ―



―  36  ―



―  37  ―



―  38  ―



―  39  ―



―  40  ―



―  41  ―



―  42  ―



―  43  ―



―  44  ―



―  45  ―



―  46  ―



―  47  ―



―  48  ―



―  49  ―



―  50  ―



―  51  ―



―  52  ―



―  53  ―


